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提案理由 

マイナンバー制度の導入を国において中止するよう求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



マイナンバー制度の導入中止を求める意見書 

 

 国は、来年１月からマイナンバー制度を導入しようとしている。しかも導入

前から、制度の運用について次々と拡大させようとしている。 

 しかし、この制度は国民からの要求で進められたものでもなく、ＩＴ関連企

業など２～３兆円のもうけのためであり、狙いは社会保障の抑制をさせるため

に、預貯金まで監視するために導入するものである。 

 さらに、かねてより情報漏洩が指摘されていたが、期せずして日本年金保険

機構から１２４万件の情報が流出した。 

国民からも大きく不安の声が広がっている。どういう手立てを講じても情報

漏洩は避けられない。 

よって、このマイナンバー制度の導入を国において中止するよう求めるもの

である。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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